
指宿市告示第25号

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱を次のように定め

た。

令和６年４月１日

指宿市長 打越 明司

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は，本市における訪日外国人旅行客数の増加及び地域経済の活

性化を図るため，貸切バスを使用し，かつ，本市に宿泊を伴う旅行商品を取り

扱う者に対し，バス運行費用の一部について，予算の範囲内において指宿市訪

日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし，その交付については，指宿市補助金等交付規則（平成18年指宿

市規則第38号）に定めるもののほか，この告示に定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。

(1) 団体旅行 募集型又は受注型企画旅行及び手配旅行のうち，構成人数が15

名（乗務員及び添乗員は含まない。）以上の旅行をいう。

(2) 貸切バス 有償で自動車を貸切り，旅客を運送するバスをいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は，旅

行業法（昭和27年法律第239号）第３条の規定に基づく登録を受けている旅行

業者及び同法第24条の規定に基づく登録を受けている旅行サービス手配業者と

する。

（補助対象の旅行商品）

第４条 補助金の交付の対象となる旅行商品は，次に掲げる全ての要件を満たす

団体旅行とする。

(1) 鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行であること。

ただし，鹿児島空港定期就航路線である上海浦東国際空港，台湾桃園国際空

港，仁川国際空港，香港国際空港を経由地とする団体旅行は補助対象とする。



(2) 指宿市内に１泊以上宿泊すること。

(3) 申請年度に催行し，当該年度の末日までに終了する団体旅行であること。

(4) 団体旅行が，国，地方自治体等が実施する会議，研修等でないこと。

(5) 特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行でないこと。

(6) 団体旅行の参加者が，指宿市暴力団排除条例（平成24年指宿市条例第21号）

第２条第２号に規定する暴力団員又は暴力団員等がその団体旅行を支配して

いないこと。

（補助金額）

第５条 補助金額は，貸切バス１台当たり２万円とする。

（交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は，旅行出発日から起算して

14日前までに，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。

(1) 旅行行程表等（参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの）の写し

(2) 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

２ 交付申請は，１団体旅行につき１回とする。

（交付決定）

第７条 市長は，前条の規定による交付申請を受けたときは，その内容を審査し，

補助金の交付の可否を決定し，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補

助金交付決定（却下）通知書（第２号様式）により，当該申請をした補助事業

者に通知するものとする。

（変更の申請等）

第８条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者は，第６条の

規定による申請に係る事項を変更するときは，指宿市訪日外国人旅行商品バス

運行助成事業補助金内容変更（中止）承認申請書（第３号様式）を市長に提出

し，承認を受けなければならない。

（変更の承認）

第９条 市長は，前条の規定による申請があったときは，当該申請に係る書類を

審査し，承認の可否を決定し，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補

助金内容変更（中止）承認通知書（第４号様式）により当該申請をした補助事



業者に通知するものとする。

（実績報告）

第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は，補助事業が完了したときは,

補助事業の完了の日から起算して30日以内，又は補助金の交付決定を受けた日

の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに，指宿市訪日外国人旅行商品

バス運行助成事業補助金実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて，

市長に提出しなければならない。

(1) 旅行行程表等（参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの）の写し

(2) 貸切バスを利用したことを証明する書類の写し

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第11条 市長は，前条の報告書の提出があったときは，当該報告書の書類を審査

し，交付すべき補助金の額を確定し，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成

事業補助金交付確定通知書（第６号様式）により当該報告書を提出した補助事

業者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は，補助金を請求しようとす

るときは，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付請求書（第

７号様式）を市長に提出しなければならない。

（決定通知の取消し又は補助金の返還）

第13条 市長は，補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれか

に該当するときは，補助金に係る決定通知を取り消し，又は既に交付した補助

金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 旅行が催行されなくなったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

２ 市長は，前項の規定による取消しをした場合において，当該取消しに係る部

分の額に相当する補助金が既に交付されているときは，期限を定めて指宿市訪

日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金返還命令通知書（第８号様式）によ



り，当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（補助金の経理等）

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は，補助金に係る経理についての収支

の事実を明確にした書類を整理し，補助対象事業の完了する日の属する年度の

終了後５年間は保存しなければならない。

（その他）

第15条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この告示は，令和３年４月１日から施行する。

附 則

この告示は，令和６年４月１日から施行する。



第１号様式（第６条関係）

年 月 日

指宿市長 様

申請者 住 所

事業者名

代表者職・氏名 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書

年度 指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金を受けたいので，

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱第６条の規定によ

り，次のとおり申請します。

記

旅行商品名

現地旅行エージェント

利用空港

往路（出発空港-全ての経由空港-到着空港）

復路（出発空港-全ての経由空港-到着空港）

催行期間 年 月 日 ～ 年 月 日

バス事業者名

予定バス台数 【 】台

宿泊施設名

宿泊人数 名

添付資料
(1) 旅行行程表等（参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの）の写し

(2) 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

担当者名
連 絡 先

担当部署名：

担当者名：

Tel ( ) - , Fax ( ) -

E-mail



第２号様式（第７条関係）

第 号

年 月 日

様

指宿市長 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付決定（却下）

通知書

年 月 日付けで交付申請のあった指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成

事業補助金については，下記のとおり交付を決定（却下）したので通知します。

記

１ 交付決定額 金 円

２ 交付決定に付する条件

補助金の金額は，実績報告を確認の上，交付決定額の範囲内の金額とする。

３ 却下の理由（交付却下の場合）



第３号様式（第８条関係）

年 月 日

指宿市長 様

補助事業者 住 所

事業者名

代表者職・氏名 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金内容変更（中止）

承認申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった指宿市訪日外国人旅行商

品バス運行助成事業補助金の内容を変更したいので，指宿市訪日外国人旅行商品

バス運行助成事業補助金交付要綱第８条の規定により，関係書類を添えて下記の

とおり申請します。

記

１ 変更（中止）の理由

２ 変更（中止）の内容



第４号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

様

指宿市長 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金内容変更（中止）

承認通知書

年 月 日付けで申請のあった指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業

補助金の変更内容については，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助

金交付要綱第９条の規定により承認します。



第５号様式（第10条関係）

年 月 日

指宿市長 様

補助事業者 住 所

事業者名

代表者職・氏名 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金実績報告書

年 月 日付け 第 号 で交付決定のあった指宿市訪日外国人旅行

商品バス運行助成事業補助金について，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成

事業補助金交付要綱第10条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり報告し

ます。

記

１ 交付決定額 金 円

２ 事業実施額 金 円

３ 事業実績

旅行商品名

催行期間 年 月 日 ～ 年 月 日

バス事業者名

バス台数 台

宿泊施設名

宿泊人数 名

添付資料

(1) 旅行行程表等（参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの）の

写し

(2) 貸切バスを利用したことを証明する書類の写し

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類



第６号様式（第11条関係）

第 号

年 月 日

様

指宿市長 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付確定通知書

年 月 日付け 第 号で決定通知をした指宿市訪日外国人旅行商品

バス運行助成事業補助金について，下記のとおり補助金の額を確定したので，指

宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱第11条の規定により通

知します。

記

交付確定額 金 円



第７号様式（第12条関係）

年 月 日

指宿市長 様

補助事業者 住 所

事業者名

代表者職・氏名 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付請求書

年 月 日付け 第 号で交付確定通知があった指宿市訪日外国人旅

行商品バス運行助成事業補助金について，指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助

成事業補助金交付要綱第12条の規定により，下記のとおり請求します。

記

金 円

（振込先）

金融機関名 支店名

口 座 種 別 １ 普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 ４ （ ）

口 座 番 号

口座名義人



第８号様式（第13条関係）

第 号

年 月 日

様

指宿市長 印

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金返還命令通知書

年 月 日付け 第 号により交付決定した指宿市訪日外国人旅行

商品バス運行助成事業補助金について，下記のとおり交付した助成金の一部（全

部）を取消し，返還することを命じます。

記

１ 返 還 の 理 由

２ 補 助 金 交 付 額 円

３ 取消額（要返還額） 円

４ 返 還 の 期 限 年 月 日まで


